大型・中型・準中型免許取得助成金交付要綱
公益社団法人 島根県トラック協会
（目　的）

第１条　この要綱は、公益社団法人島根県トラック協会（以下「協会」という。）の会員（賛助会員含む）事業者（以下「会員事業者」という。）が従業員(運転者及び将来運転者になる者(以下「従業員」という。）に大型免許、中型免許、準中型免許を取得させた際の教習料の一部を助成することで、トラックドライバ―の確保を促進し、安心、安全で安定した国内物流の維持・発展を資することを目的とする。
（助成対象）
第２条　助成の対象は、会員事業者の従業員が、大型免許・中型免許・準中型免許の免許取得のため自動車教習所等で係る費用に対して助成を行うもので、下記に該当することとする。
(1)協会の会員事業者であること。
(2)大型・中型免許取得は、当該年度の４月１日以降に、準中型免許取得は、前年度の４月１日以降に、島根県内の自動車教習所等を活用して免許を取得していること。但し、特例教習、外免切替講習については、島根県外も対象とする。
(3)準中型免許取得対象者は、平成元年６月２日以降生まれであり、前年度の４月１日以降に当該事業者に採用されていること。

(4)免許取得費用は、全額当該事業者が負担しており、当該従業員が、助成金請求時に当該事業者に在籍していること。
(5)外免切替講習の受講については、当該運転者が、自動車運送業分野特定技能１号評価試験（トラック）に合格し、特定活動の在留資格を取得していること。当該講習は、前年度４月１日以降に受講し、外免切替（普通免許又は準中型免許）における技能確認・知識確認に合格していること。
（助成金の限度額）

第３条　協会は、大型・中型・準中型免許取得、外免切替講習（普通免許又は準中型免許）助成金交付の申請があった場合、予算の範囲内で１会員事業者あたり１名の助成を行うものとする。

大型・中型免許取得助成金の限度額は、受講費用の２分の１とし、大型免許は７万円、中型免許(限定解除含む)は５万円とする。特例教習の受講は、受講費用の３分の１とし、１０万円とする。
　準中型免許取得(普通免許を取得していない者）は４万円、限定解除（５トン限定）は２万５千円の助成を行う。
　外国免許（普通免許又は準中型免許）を有する者については、当該免許切替手続きにおける技能確認及び知識確認に合格するために必要な技能・知識を習得されるための講習の受講に対する助成金限度額は、受講費用の２分の１とし、４万円とする。

なお、国からの助成金が交付されている場合及び従業員が個人で免許取得費用を支払った場合は、助成金を交付しない。
（助成金の交付申請）

第４条　助成金の交付を受けようとする会員事業者は、様式1の「大型・中型・準中型免許取得助成金交付申請書」に「現在(取得前)の運転免許証の写し」を添付して、協会に申請するものとする。ただし、予算額に達した時点で、申請の受付は行わない。
（助成金の交付決定）

第５条　協会は、前条の申請があった場合、速やかにその内容を審査し、適正と認めたときは、助成金の交付決定をし、様式2「大型・中型・準中型免許取得助成金交付承認書」により、申請者に対し通知するものとする。
（精算方法）

第６条　会員事業者は、従業員の免許証取得後、様式3の「大型・中型・準中型免許取得助成金請求書」により請求するものとする。その際、「領収証(事業者負担)の写し」、「取得後の運転免許証の写し若しくはマイナ保険証読み取りアプリ等で出力した免許情報の写し」、「特例教習受講の修了が確認できる書類」、「特定技能１号評価試験（トラック）の合格証明書」「在留カード、在留資格認定証明書の写し」を添付し、承認日から１０ヶ月以内に請求するものとする。
（助成金の交付）

第７条　協会は、前条による助成金の請求書の提出があったときは、速やかにその内容を審査し、予算の範囲内で当該助成金額を確定して、会員事業者に助成金を支払うものとする。
（附　則）
本要綱は、令和３年３月１８日より施行する。
令和４年１０月２７日　一部改正

 令和５年　３月１７日　一部改正
 令和６年　３月１８日　一部改正
 令和７年　３月１８日　一部改正
 令和８年　３月１９日　一部改正
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